
生活保護適正化情報ダイヤル
　市民の皆さんから、生活保護の不正受給などに
関することや、本当に生活に困窮しているにも関
わらず、市に相談していない人の情報などを受け
付け、その情報をもとに独自に調査を行います。
　提供された情報は厳密に取り扱い、情報提供者
の個人情報は厳守します。
　市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

問生活福祉課   ℡06－6992－1593   Mori_seikatuf@city-moriguchi-osaka.jp

専用電話番号06－699８－７921   受付時間平日9:00～1７:30

次の情報をお待ちしています。
▽仕事をしているのに市に報告していない
▽財産があるのに、生活保護費を受給している
▽虚偽の世帯構成で生活保護を受けている
▽ 生活保護受給者を安いアパートに住まわせて保護費を搾取す

るなど、貧困ビジネスの疑いがある
▽自身の処方薬を他人に譲渡している
▽ 本当に生活に困っているのに、市や民生委員に相談していな

い
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InformationInformation お知らせお知らせ

内内容　時日時　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　保一時保育　持持ち物
備備考　注注意事項　提提出　配配布　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAX ファクス　 メール　予予約

寡
婦（
夫
）控
除
の
み
な
し
適
用

　
申
請
方
法
に
つ
い
て
は
、
障
が
い
福
祉
課

ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
市
民
税
そ
の
も
の
が
減
額
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
障
が
い
福
祉
課
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４

 M
ori_shougai@

city-m
origuchi-

osaka.jp

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿

同
意
者
名
簿
の
登
録
受
付　

　
市
で
は
、
災
害
発
生
時
に
自
力
避
難
が
困

難
で
支
援
が
必
要
と
予
想
さ
れ
る
人
を
対
象

に
、
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
を
作
成・
更

新
し
て
い
ま
す
。

　
支
援
が
必
要
な
人
の
う
ち
、
情
報
の
提
供

に
同
意
し
て
も
ら
え
る
人
の
名
簿
情
報
を
避

難
支
援
者
に
提
供
し
、
災
害
時
だ
け
で
は
な

く
日
ご
ろ
か
ら
の
地
域
で
の
見
守
り
と
、
災

害
発
生
時
に
支
援
が
得
ら
れ
や
す
い
仕
組
み

を
作
り
ま
す
。

避
難
行
動
要
支
援
者
と
は　

　
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
人
で
、
第
三
者
の

支
援
が
必
要
と
予
想
さ
れ
る
人
で
す
。
市
で

は
、
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
、
次
の
人
を

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の
登
録
対
象
者

と
し
て
い
ま
す
。

（
ア
）要
介
護
認
定
３
～
５
を
受
け
て
い
る
人

（
イ
）�身
体
障
害
者
手
帳
１・
２
級（
総
合
等

級
）の
所
持
者

（
ウ
）療
育
手
帳
Ａ
の
所
持
者

（
エ
）�精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
所

持
者

（
オ
）�障
害
者
総
合
支
援
法
に
よ
る
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
受
け
て
い
る
難
病
者

（
カ
）�（
ア
）～（
オ
）以
外
で
、
市
長
が
支
援
の

必
要
性
を
認
め
た
人

避
難
支
援
者
と
は　

　
要
支
援
者
に
対
す
る
日
ご
ろ
か
ら
の
見
守

り
や
、
災
害
が
発
生
し
そ
う
な
場
合
や
発
生

時
に
災
害
に
関
す
る
情
報
を
伝
え
た
り
、
避

合
葬
墓「
虹
の
丘
」

　
祭
祀
を
引
き
継
ぐ
人
を
必
要
と
し
な
い
の

で
、
単
身・
承
継
者
の
い
な
い
ご
夫
婦
も
、

安
心
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

資
格
１　
守
口・門
真・大
東・四
條
畷
市
民
、

飯
盛
霊
園
の
墓
所
使
用
者
、
死
亡
時
に
関
係

市
の
市
民
だ
っ
た
埋
蔵
予
定
者
の
遺
骨
所
持

者資
格
２　
そ
の
他

申 ・
問
合
葬
墓「
虹
の
丘
」使
用
許
可
申
請
書

（
同
組
合
ま
た
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課

で
配
布
）に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
郵
便

ま
た
は
持
参
で
同
組
合（
〒
５
７
５－

０

０
１
２
四
條
畷
市
大
字
下
田
原
４
４
８
）

℡ 

０
７
４
３
・
７
８
・
１
１
９
５

備 

受
付
は
午
前
９
時
～
午
後
５
時
３０
分（
土・

日
、祝
日
も
可
）

知
的
障
が
い
者
相
談
員
懇
談
会

　
知
的
障
が
い
者
の
家
族
を
、
守
口
市
知
的

障
が
い
者
相
談
員
と
し
て
委
嘱
し
、
身
近
な

日
常
生
活
の
相
談・
助
言
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
の
情
報
提
供
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
家
族
と
し
て
悩
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、お
話
し
て
み
ま
せ
ん
か【
事
前
予
約
制
】。

対
知
的
障
が
い
者
の
家
族

場 

市
役
所
1
階
北
エ
リ
ア
市
民
相
談
室
１
０

１
時 

１１
月
１２
日（
月
）、１９
日（
月
）い
ず
れ
も
午

前
１０
時
～
午
後
４
時

申 

い
ず
れ
も
開
催
日
前
週
の
金
曜
日
ま
で

問
障
が
い
福
祉
課

℡�
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・
６
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２
・
１
６
３
０
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０
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・
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・
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重
度
障
害
者
医
療・老
人
医
療
の

�

自
動
償
還

　
平
成
３０
年
４
月
診
療
分
か
ら
、
医
療
機
関

な
ど
で
医
療
費
助
成
制
度
の
各
医
療
証
を
提

示
し
て
支
払
っ
た
一
部
自
己
負
担
額
が
、
１

人
に
つ
き
１
カ
月
３
千
円
を
超
え
た
場
合
の

超
過
分
の
支
給
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
窓

口
で
申
請
す
る
償
還
払
い
か
ら
、
事
前
登
録

い
た
だ
い
た
口
座
に
自
動
償
還
す
る
方
法
に

変
わ
り
ま
す
。
一
度
口
座
登
録
を
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
以
後
は
窓
口
で
の
申
請
は
不
要

と
な
り
ま
す
。

　
自
動
償
還
の
対
象
と
な
る
人
に
は
、
必
要

な
口
座
情
報
を
登
録
す
る
た
め
の
申
請
書
を

守
口
版
地
域
共
生
社
会
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
地
域
の
人
が
お
互
い
に
支
え
合
い
、
助
け

合
う「
地
域
共
生
社
会
」の
実
現
に
向
け
た

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
実
施
し
、
地
域
福
祉
に
つ
い

て
考
え
る
機
会
を
設
け
ま
す
。

　
そ
し
て
、
地
域
福
祉
に
関
す
る
課
題
や
現

状
の
共
通
認
識
を
図
り
、
課
題
解
決
に
向
け

た
活
動
展
開
に
つ
な
げ
ま
す
。

時 

１２
月
５
日（
水
）午
後
１
時
３０
分
～
４
時

場 

市
役
所
１
階
南
エ
リ
ア
大
会
議
室

内
基
調
講
演
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

講
新
崎
国
広
氏（
大
阪
教
育
大
学
教
授
）

対
市
民
、
地
域
の
関
係
機
関・団
体
な
ど

定
３
０
０
人

概
要

税法上の寡婦（夫）控除が適用されない、婚姻歴のない
ひとり親家庭の子育てを支援するため、寡婦（夫）控除
のみなし適用を実施します。
認定を受けると、各種制度の自己負担上限月額などが
減額される場合があります。

対
象
者

市内に住所を有し、下記の要件に該当する人
□婚姻歴のない母
① 扶養親族または生計を同じくする子がいる人
② 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない人
□婚姻歴のない父
① 生計を同じくする子がおり、前年の合計所得金額が

500万円以下の人
② 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない人

対
象
制
度

▽ 障害児通所給付費・特例障害児通所給付費・肢体不自
由児通所医療費 

▽ 自立支援医療費（精神通院・更生医療・育成医療）
▽療養介護医療費
▽介護給付費・特例介護給付費
▽訓練等給付費・特例訓練等給付費
▽補装具費
▽特別障害者手当・障害児福祉手当

難
す
る
際
に
支
援
し
て
も
ら
う
人
で
す
が
、

確
実
な
支
援
や
救
出
を
確
約
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

同
意
者
名
簿
の
提
供
先（
避
難
支
援
者
）　

▽
民
生
委
員・児
童
委
員
▽
社
会
福
祉
協
議

会
▽
消
防
▽
警
察
▽
自
主
防
災
組
織

同
意
者
名
簿
の
登
録
方
法　

　
今
年
、
新
た
に
上
記（
ア
）～（
オ
）の
対
象

者
に
は
、
市
か
ら「
登
録
希
望
調
査
票
」を
送

付
し
て
い
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
他
、
上
記
の
対
象
者
以
外
で
も
、
在

宅
で
生
活
し
て
い
る
人
で
自
力
避
難
が
困
難

で
支
援
が
必
要
と
予
想
さ
れ
る
人
で
あ
れ

ば
、
名
簿
登
録
が
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

同
意
者
名
簿
で
提
供
す
る
情
報　

　
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
住
所
ま
た
は

居
所
、
電
話
番
号
、
避
難
支
援
な
ど
を
必
要

と
す
る
事
由
な
ど
の
個
人
情
報
を
、
避
難
支

援
者
に
事
前
提
供
し
ま
す
。

そ
の
他　

▽�

大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
避
難

支
援
者
も
被
災
者
と
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
時
に「
で
き

る
範
囲
内
で
の
支
援
」と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
く
だ
さ
い
。

▽�「
同
意
者
名
簿
」の
作
成・
登
録
お
よ
び
情

報
提
供
に
あ
た
り
、
平
常
時
の
見
守
り
活

動
お
よ
び
避
難
支
援
以
外
の
目
的
に
利
用

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
健
康
福
祉
部
総
務
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
７
０

合葬墓「虹の丘」（合葬式墓地）のご案内

使
用
料
額

使用区分 資格1 資格2 備考

合葬 50,000円 直接、合葬室に埋
蔵します。

合葬+
個別安置 100,000円 125,000円 

骨壷に納めた状態
で10年間安置した
後、合葬室に埋蔵
します。

合葬+
記名 150,000円 200,000円

虹の丘の名板に氏
名などを刻字し、
直接合葬室に埋蔵
します。

合葬+
個別安置
+記名

200,000円 2７5,000円 

虹の丘の名板に氏
名などを刻字し、
骨壷に納めた状態
で10年間安置した
後、合葬室に埋蔵
します。

申 

不
要

問
健
康
福
祉
部
総
務
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
７
０

寡婦（夫）控除のみなし適用

重度障害者医療・
老人医療の自動償還

市
か
ら
送
付
し
ま
す
。

　
口
座
登
録
後
、
口
座
の
変
更
が
あ
る
場
合

は
、
障
が
い
福
祉
課
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

注 

償
還
額
の
計
算
は
、
医
療
機
関
か
ら
請
求

さ
れ
る
診
療
報
酬
明
細
書（
レ
セ
プ
ト
）に

基
づ
い
て
行
い
ま
す
の
で
、
受
診
し
た
診

療
月
か
ら
償
還
額
の
支
払
い
ま
で
数
カ
月

か
か
り
ま
す
。

　
次
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り

窓
口
で
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

①�

大
阪
府
以
外
の
医
療
機
関
で
受
診
し
た
場

合
②
医
療
証
を
提
示
せ
ず
に
受
診
し
た
場
合

問
障
が
い
福
祉
課

℡ 
０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
３
０

FAX 
０
６
・
６
９
９
１
・
２
４
９
４


